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※機器の修理費や紛失した場合は別途自己負担が発生する場合があります。
　詳細は下記まで問い合せください。

【問合先】国東市地域包括支援センター（国東市役所本庁１階）　　☎0978－72－5184

　　　　　国東市地域包括支援センター国見支所（国見総合支所内）☎0979－82－0800

～位置情報探索機器（ＧＰＳ）を
　　　　　  活用してみませんか？～

　国東市では、行方不明になった高齢者等を早期発見・早期保護するため、

その方の位置情報を提供する探索機器（ＧＰＳ）の初期費用・月額使用料の

一部を助成しています。

　「時々、どこに行ったか探す時がある」・「突然、どこに行ったかわからな

くなったらどうしよう」など不安に思われている方は、探索機器（ＧＰＳ）

を活用してみませんか？

≪利用対象者≫

≪相談及び受付窓口≫ ≪申請に必要なもの≫

≪利用者負担額≫

・国東市に住所を有しており、国東市認知症

高齢者等見守り・あんしんネットワーク事

業に事前登録している方。

※「事前登録」とは

　認知症などにより、行方不明になる心配

のある方の捜索に必要な情報を事前に登録

しておくことです。

　登録いただいた情報は、市役所、国東警

察署、国東市消防署の３機関で共有し管

理・保管します。

≪サービス内容≫
・ご家族がコールセンター（２４時間対応）

に電話で問い合わせると、探索機器を持っ

た行方不明者の居場所を探索し、電話で居

場所をお知らせします。

※機器の電源が切れていたり、探索機器の

電波の届かない場所、または行方不明者

が機器を所持していない場合は、居場所

を特定できないことがあります。

※行方不明者を探すのは、ご家族等になり

ます。

・申請書

（地域包括支援センター(本庁・国見)及び

　各総合支所地域市民健康課でお渡しします。）

・印　鑑

・地域包括支援センター（本庁・国見）

・各総合支所

※ご相談後、包括支援センターの職員が

　訪問させていただきます。

①どこ・どこサービス

ＧＰＳの種類

②あんしんケータイサービス

初期費用 月額使用料

無　料 １,０８０円

（３,２４０円） （２,１６０円）

１,０８０円 １,４００円

（４,３２０円） （２,７００円）

（　）は個人で契約した場合

認知症高齢者等を介護されている方へ

【問合先】高齢者支援課　高齢者支援係　☎0978-72-5189（直通）

【問合先】福祉課　☎0978-72-5164

【問合先】福祉課　☎0978-72-5164

福 祉 の お 知 ら せ

介護認定を受けている方へ
介護保険負担割合証を送ります
平成29年度の負担割合証を７月中旬にお送りします。
　平成27年８月の制度改正により、これまで介護保険サービスの

利用者負担額については、所得にかかわらず一律にサービス費用の

１割でしたが、平成27年８月サービス利用分から、65歳以上の方の

うち一定以上所得のある方は利用者負担割合が２割に変わりました。

　要支援又は要介護又は事業対象者の認定を受けた方全員に自己負

担割合（１割又は２割）が記載された「介護保険負担割合証」をお送りします。

○　現在お持ちの負担割合証の有効期限は７月末です。

○　介護サービスをご利用する際に介護保険被保険者証（桃色）と介護保険負担割合証

（緑色）を一緒に、担当ケアマネジャーやサービス提供事業所にご提示いただきま

すようお願いします。

戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十回特別弔慰金の請求期限は、
平成30年4月2日までとなっています

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日において、公務扶助料や遺族年金

等の受給権者がいない場合に、次の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。

１．弔慰金の受給権者　
２．戦没者等の子
３．戦没者等の　①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係の有無等の条件により順番が入れ替わります。
４．上記１から３以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係が

あった戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか？
　国からの臨時福祉給付金（経済対策分）を該当する方に支給しています。

　支給の可能性がある方には、３月中旬に申請書を郵送しておりますので、申請がお済

みでない方は、下記の申請期限までに申請してください。

11 2017.7

　請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めに

ご請求ください。

○支給対象者

【申請方法】同封の返信用封筒による郵送申請 又は

　　　　　　福祉課及び各総合支所地域市民健康課での窓口申請

【申請期限】７月31日㈪まで（郵送の場合は当日消印有効）

　　　　　　※期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できません。


